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○中津市広告料収入事業実施要綱 

平成18年２月２日中津市告示第27号 

改正 

平成20年11月18日中津市告示第239号 

中津市広告料収入事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市民サービスの向上を図るために税収、使用料等に続く新たな財源を確保す

るとともに、地域経済の活性化に資することを目的として実施する中津市広告料収入事業（以下

「事業」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（事業） 

第２条 事業は、本市が発行する広報物及び印刷物、本市が所有する公用車及び構造物、本市のホ

ームページその他本市が提供する媒体（以下「広告媒体」という。）に企業等の広告を掲載又は

掲出すること（以下「広告掲載」という。）について、市長が承諾、許可等（以下「承諾等」と

いう。）を行うことにより、収入の増加又は経費の節減を図るものとする。 

（広告掲載の基準） 

第３条 市長は、広告掲載の公平性及び中立性を保つため、次の各号のいずれかに該当する場合は、

承諾等を行わないものとする。 

(１) 公序良俗に反するおそれのあるもの 

(２) 政治又は宗教に関するもの 

(３) 個人、団体等の意見広告及び名刺広告 

(４) 社会問題についての主義主張や係争中の声明広告 

(５) 誇大表示、不当表示など表現方法等が不適切なもの 

(６) 他を誹(ひ)謗(ぼう)、中傷又は排斥するもの 

(７) 非科学的又は迷信に類するもので、公衆を迷わせ、又は不安を与えるおそれのあるもの 

(８) 市税等を完納していない者の申し出 

(９) その他市長が広告掲載として適当でないと認めるもの 

２ 前項に定めるもののほか、広告掲載に必要な広告の基準については、広告媒体ごとに市長が別

に定める。 

（広告掲載の優先順位） 

第４条 広告を掲載する優先順位は、次の各号の順序とする。 
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(１) 国、地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人又はこれらに類するものの広告 

(２) 私企業のうち、市内に事業所等を有するものの広告 

(３) 前２号に該当しないものの広告 

（広告掲載の募集方法等） 

第５条 広告掲載の募集方法、広告の規格、枠数、広告料、広告の期間、広告の作成方法等は、広

告媒体ごとに市長が別に定める。 

（広告掲載の承諾等） 

第６条 広告掲載を行おうとする者は、あらかじめ市長の承諾等を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の承諾等を行う際、広告掲載に係る広告の内容、デザイン、形状、材質等につい

て指示し、又は広告掲載に必要な条件を付することができる。 

（権利譲渡等の禁止） 

第７条 前条第１項の規定による承諾等を受けた者（以下「広告主」という。）は、承諾等を受け

た広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たと

きは、この限りでない。 

（広告の掲載） 

第８条 広告主は、広告掲載を開始する期日、広告掲載の方法等について、市長と事前に協議し、

その指示に従わなければならない。 

（広告主の義務） 

第９条 広告主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 広告の内容等に瑕(か)疵(し)、虚偽、誤記等がないこと。 

(２) 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。 

(３) 広告に関連する財産権について、その権利処理が完了していること。 

(４) 広告の内容等が承諾等又は当該承諾等に係る指示若しくは条件に適合したものであること。 

２ 広告主は、前項各号に掲げる事項に対し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の

問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。 

３ 広告主は、掲載しようとする広告が屋外広告物法（昭和24年法律第189号）に規定する屋外広告

物に該当する場合は、大分県屋外広告物条例（昭和39年大分県条例第71号）に規定する許可を受

けなければならない。 

（広告掲載に係る承諾等の取消し） 

第10条 市長は、広告主が第６条第２項の規定による指示又は条件に従わないとき、承諾等を行っ
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た後の事情変更等により広告の内容等が第３条の基準に抵触したときその他市長が特に必要があ

ると認めるときは、広告掲載に係る承諾等を取り消すことができる。 

（広告物の撤去等） 

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載に係る承諾等又は第６条第２項

の規定による当該承諾等に係る条件で定めるところにより、自ら広告物の撤去、削除、塗りつぶ

し等を行うことができる。 

(１) 広告主が広告掲載の期間満了後においても広告物を撤去せず、又は削除しないとき。 

(２) 前条の規定により、広報物又は印刷物である広告物の広告掲載に係る承諾等を取り消され

たとき。 

(３) 前条の規定により、広告掲載に係る承諾等を取り消された広告主が広告物（前号に該当す

る広告物を除く。）を撤去せず、又は削除しないとき。 

(４) 広告主が倒産、解散等により消滅したとき。 

２ 前項の広告物の撤去、削除、塗りつぶし等に要する費用は、広告主の負担とする。ただし、前

項第４号の事由による場合は、この限りでない。 

（委任） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成20年11月18日中津市告示第239号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成20年12月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の第４条第１号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社

団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第50号）第42条第１項に規定する特例

社団法人又は特例財団法人（同法第131条第１項の規定により同法第45条の認可を取り消された者

を除く。）を含むものとする。 


